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質 疑 内 容  （通告要旨） 

【１月１４日】 

１ 福沢美由紀（日本共産党） ４～１２ページ 

議案第１号 令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について 

１ 第３款 民生費、第１項 社会福祉費、第１目 社会福祉総務費、住民税非課税世帯等臨

時特別給付金給付事業の増額補正及び繰越明許費補正について 

（１）補正の内容について

２ 中島雅代（スクラム） １２～１５ページ 

議案第１号 令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について 

１ 第３款 民生費、第１項 社会福祉費、第１目 社会福祉総務費、住民税非課税世帯等臨

時特別給付金給付事業の増額補正及び繰越明許費補正について 

（１）補正の内容について
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亀 山 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 （ 第 １ 号 ） 
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●議事日程（第１号）

令和４年１月１４日（金）午前１０時 開会及び開議 

第  １ 会議録署名議員の指名 

第  ２ 会期の決定 

第  ３ 諸報告 

第  ４ 議案第１号 令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について 

第  ５ 報告第１号 専決処分の報告について 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●本日の会議に付した事件

議事日程のとおり 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●出席議員（１８名）

１番 草 川 卓 也 君  ２番 中 島 雅 代 君 

３番 森 英 之 君  ４番 今 岡 翔 平 君 

５番 新 秀 隆 君  ６番 尾 崎 邦 洋 君 

７番 中 﨑 孝 彦 君  ８番 豊 田 恵 理 君 

９番 福 沢 美由紀 君 １０番 森   美和子 君 

  １１番 鈴 木 達 夫 君 １２番 岡 本 公 秀 君 

  １３番 伊 藤 彦太郎 君 １４番 前 田 耕 一 君 

  １５番 前 田   稔 君   １６番 服 部 孝 規 君 

  １７番 小 坂 直 親 君   １８番 櫻 井 清 蔵 君 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●欠席議員（なし）

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議に出席した説明員職氏名

市      長  櫻 井 義 之 君 副 市 長  西 口 昌 利 君 

総 合 政 策 部 長  山 本 伸 治 君 生 活 文 化 部 長  青 木 正 彦 君 

健 康 福 祉 部 長  小 林 恵 太 君  産 業 建 設 部 長  大 澤 哲 也 君 

上 下 水 道 部 長  服 部 政 徳 君  危 機 管 理 監  豊 田 達 也 君 

生活文化部次長兼 
総合政策部次長  田 中 直 樹 君 辻 村 俊 孝 君 

関 支 所 長 

健康福祉部次長  小 坂 みゆき 君  産業建設部次長  亀 渕 輝 男 君 

総合政策部参事  原 田 和 伸 君  産業建設部参事  田 所 学 君 

会 計 管 理 者  米 津 ひろみ 君  消 防 部 長  豊 田 達 也 君 

消 防 署 長  倉 田 利 彦 君  地域医療統括官  上 田 寿 男 君 

地 域 医 療 部 長  草 川 吉 次 君  教 育 長  服 部 裕 君 

教 育 部 長  亀 山 隆 君  教育委員会事務局参事 桜 井 伸 仁 君 
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監 査 委 員  国 分 純 君  監査委員事務局長  木 﨑 保 光 君 

選挙管理委員会 
松 村   大 君 

事 務 局 長 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●事務局職員

事 務 局 長  渡 邉 靖 文  書 記  新 山 さおり 

書 記  西 口 幸 伸

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

●会議の次第

（午前１０時００分 開会） 

○議長（中﨑孝彦君）

皆さん、おはようございます。 

ただいまから令和４年第１回亀山市議会臨時会を開会します。 

直ちに本日の会議を開きます。 

この臨時会は三重県において感染拡大阻止宣言が出された中での開会となりました。現在オミク

ロン株の影響により全国的に感染拡大が急速に進み、予断を許さない状況となっております。基本

的な感染防止対策を再度徹底するとともに、本日ご出席の皆様には健康に十分留意いただきたいと

存じます。また、議場における感染症対策として、議場内の座席には全てについ立てを設置してお

りますが、さらに密を避けるため、執行部の議場への入室を半数に限定させていただいております

のでご了承ください。 

 本日の議事につきましては、会議システムに保存してあります議事日程第１号により取り進めま

す。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８４条の規定により、議長におきまして、 

１番 草 川 卓 也 議員 

 １０番 森   美和子 議員 

のご両名を指名します。 

次に、日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中﨑孝彦君）

ご異議なしと認めます。 

会期は本日１日間と決定しました。 

次に、日程第３、諸報告をします。 

まず、本臨時会の議事説明のため、地方自治法第１２１条の規定に基づき、あらかじめ関係当局

の出席を求めておきましたところ、会議システムに保存してあります出席報告書のとおりそれぞれ

出席を得ておりますのでご了承願います。 
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 なお、平松消防長は都合により本日は欠席する旨の通知に接しておりますのでご了承願います。 

 次に、監査委員から例月出納検査結果報告書２件が提出されておりますので、ご覧おきください。 

 次に、日程第４、議案第１号及び日程第５、報告第１号の２件を一括議題とします。 

 市長に上程各案に対する提案理由の説明を求めます。 

 櫻井市長。 

○市長（櫻井義之君登壇） 

 それでは、ただいま上程いただきました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと存

じます。 

 議案第１号令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）についてでございますが、補正額は

歳入歳出それぞれ５億８,０００万円を増額し、補正後の予算総額を２５６億１,３３６万６,００

０円といたしております。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面してい

る住民税非課税世帯等に対し臨時特別給付金の支給を行うため、その経費について審議をお願いす

るものでございます。 

 その概要でございますが、歳出につきましては、民生費、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給

付事業に、住民税非課税世帯等に対し、１世帯当たり一律１０万円の臨時特別給付金を支給するた

めの交付金及びシステム修正委託料などの事務費の合計５億８,０００万円を計上いたしておりま

す。 

 また、歳入につきましては、この事業の財源として、補助率１０分の１０の国庫支出金、住民税

非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金等を計上いたしております。 

 なお、この給付金の申請期間は令和４年９月３０日までとするため、事業費及び事務費の一部に

ついて、繰越明許費の追加をいたしております。 

 以上が、一般会計補正予算の主な内容でございます。 

 続きまして、報告第１号専決処分の報告についてでございますが、亀山市関町会下地内において

発生した草刈り作業中における物損事故に伴う損害賠償の額を定めることについて、令和３年１２

月２７日に地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分いたしましたので、同条第２項の規

定により報告するものでございます。 

 以上、議会にご提案申し上げております議案の説明といたします。 

 何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 市長の提案理由の説明は終わりました。 

 これより、議案第１号及び報告第１号に対する質疑を行います。 

 初めに申し上げておきます。 

 質疑に当たっては、議題となっております事件について、その内容を明確にするため説明を求め

るものです。したがって、自己の意見を述べることなく、また議題の範囲を超えたり、一般質問に

ならないようご注意いただくとともに、発言は簡潔にお願いいたします。 

 通告に従い、順次発言を許します。 

 ９番 福沢美由紀議員。 
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○９番（福沢美由紀君登壇） 

 おはようございます。 

 日本共産党の福沢美由紀です。 

 議案質疑、通告に従いさせていただきます。 

 この今回の補正予算１０号です。住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業、増額補正及び繰

越明許費補正についてということでお伺いします。 

 今回の給付金事業ですけれども、かなり、少し議会で説明を伺いましたがなかなか理解するのが

すぐには難しいかなと思いましたんで、この事業の内容をご説明いただきたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 おはようございます。 

 今回の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の概要につきましては、新型コロナウイルス

感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活や暮らしの支援を受けら

れるよう住民税非課税世帯等に対しまして、１世帯当たり１０万円を支給するものでございます。 

 その実施内容といたしましては、市のほうで支給対象世帯を抽出し、個別に案内書類等を送付い

たしますプッシュ型と言われる方法と、それから支給対象世帯からの申請をいただき実施をする申

請型がございます。 

 それぞれの支給要件でございますが、まずプッシュ型につきましては、基準日となります令和３

年１２月１０日時点におきまして、本市に住民登録があり、同一世帯の者全員の令和３年度分住民

税が非課税であるとともに、同一世帯の者全員が住民税が課税されている者の扶養親族等でないこ

とが要件となります。一方、申請型につきましては、これまでは一定の収入があり令和３年度分の

住民税が課税されている世帯でございましても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が

急変をし、直近の収入減少により住民税非課税相当とみなされる世帯となるところでございます。 

 また、対象世帯数につきましては、プッシュ型が５,３００世帯、申請型が３７０世帯、合わせ

て５,６７０世帯と見込んでおるところでございます。 

 なお、申請期間につきましてですが、プッシュ型のほうが原則、市が案内書類等を発送した日か

ら３か月を経過した日までとなってございます。また、申請型のほうが令和４年２月１日から令和

４年９月３０日までとなっているところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 コロナでお困りの方皆さんにと言っていた部分の本当の一部になるんだと思うんですけれども、

全てのお困りの方を助ける手だてにはなりませんが、一部、今回非課税の方ということです。 

 今のご説明ですと、市が把握している世帯、前はお子さん一人一人ということで給付金がありま

したけど、今回は１人家族であろうが、１０人家族であろうが世帯に１０万円ということですね。

２つの方法があるということをお聞きしました。 
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 まず、１つ目のプッシュ型と言われるこちらで把握している全員が非課税である、そして扶養家

族にはなっていないという世帯に対して、申請書というかこちらで把握している分について送って、

それについて送り返していただいたら、お返事をいただいたら自動的に１０万円を給付していただ

くというところについてお伺いしたいと思います。 

 まず、この送っていただく非課税世帯というわけですけれども、改めて非課税世帯というのはど

ういう家庭をいうのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 非課税となります水準額のご説明をさせていただきたいと思いますが、これは住民税が課税され

ない年間収入額となるところでございますが、この金額につきましては、その扶養人数によって変

わってまいります。 

 例を少し挙げますと、給与収入の場合、単身世帯の場合は９３万円以下、それから扶養人数が１

人の場合は１３７万８,０００円以下、それから扶養人数がお二人の場合になりますと１６８万４,

０００円未満、扶養人数が、これが３人になりますと２１０万円未満となるところでございます。

この金額以下であれば、その世帯が非課税水準というふうな判定をするところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 控除とかいろんなことがございましょうが、収入の目安を今言っていただいたところです。 

 そうしますと、生活保護家庭についてはどうなるのかということをお伺いしたいと思います。収

入認定をされるかされないかということも含めてお伺いします。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 こちらの生活保護世帯につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に置

かれていることに変わりはないこと、それからまた、原則的に地方税法により住民税が非課税であ

ることからも、課税者の被扶養者でない限り支給の対象となるところでございます。 

 なお、生活保護制度上、この当該給付金につきましては、収入として認定しない取扱いとなると

ころでもございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 生活保護も収入認定されずに支給されるということでした。 

 次に、いつも聞いているんですけれども、ＤＶ避難の方はどういう扱いになるのかをお伺いした

いと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 
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○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ＤＶ避難者でございますが、これまでの給付金と変わらず、本市に住民票を移していない場合は

独立した世帯とみなされまして、非課税等である場合、本市での支給対象となるところでございま

す。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 本市に住民票を移していない場合、他市に住民票があったとして本市に避難をしていらっしゃる

という例だと思います。住民票としてきちっと避難されても、世帯としてあるんであれば分かるん

ですけれども、もう一つは、あと市内でＤＶ避難をしているという方もあると思うんですけれども、

どうでしょうね。女性相談とかで把握されている世帯もありましょうけれども、そこについてもう

少し詳しくお伺いしたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ご質問にありました市内の中で避難をされておる方というのは、元の住所が別にあって、違うと

ころに居住をされておるという場合であっても、申込みをいただく中でＤＶのほうを確認させてい

ただきましたら確認書を送付させていただいて、対象世帯とさせていただくところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 今、プッシュ型の中のくくりでお聞きしているんですけれども、例えば今、自分がそうだわと思

って申告するというのは、またこれから後で聞く分に入ってくると思うんですけれども、ＤＶ避難

をされている方で市が把握している方についてプッシュ型の方もあるということでよろしいですか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 基本的にプッシュ型につきましては、ＤＶ避難者であっても住所を亀山市にきちんと登録してい

ただいておって、それに住所公開をプロテクトをかけておるという世帯につきましては、自動的に

プッシュ型のほうで送付をされるというところでございます。それ以外に、市のほうがまだ確認で

きていない方につきましては、ご自分のほうでまず申込みをいただくというふうな手法になるとこ

ろでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 分かりました。 

 基準日が１２月１０日ということなんですけれども、離婚した世帯についてお伺いしたいと思い

ますが、基準日前に離婚した方と基準日の後に離婚した方とでは扱いが違ってくると思うんですけ
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れども、基準日より後に離婚した方はどうなるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 この当該給付金につきましては、特定期日における事情をもって対象者の範囲を決める必要があ

ることから、基準日の翌日以降の離婚等の世帯変更につきましては、基準日における状況によって

判断することになるところでございます。例えば、基準日において課税者である配偶者の被扶養者

である場合であれば、給付の対象とはならないものでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 かえって、離婚して、例えば母子世帯になったりすると生活が大変になるわけですけれども、そ

こは対象になってこないということなんですね。あと、いろんなまだ制度もたくさんあると思いま

すんで、そういう社協の制度なんかをご紹介を、さらに周知も強めていただきながら、そういう方

に対応していっていただくということになろうかなと思うんですけれども。 

 次に、よくあるパターンで、高齢者世帯の中で施設入所のために世帯分離をされている方がたく

さんおられると思います。この世帯分離をされたところについてはどのように扱われるのかを伺い

たいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 給付対象世帯の定義があくまで住民票上の世帯でありますことから、高齢者施設などへの入所者

で住民票が世帯分離をしている場合につきましては、課税者の被扶養者でない限り支給の対象とな

るところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 要件が非課税であるということと、世帯であるということだから、そういう事情で世帯分離をし

てあっても、それはそれぞれの世帯とみなして、入所していようがいまいが、課税者でなければそ

れぞれに給付がされるということですね。そういうことを確認させていただきました。 

 次に、非課税であることと、もう一つの要件として扶養の家族でないということがあったんです

けど、扶養になっていないということがあったんですけれども、この自分が扶養になっていないか

どうかということをちょっと分からない方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけ

れども、ここの判断はどのようにされるのか伺いたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 市内在住の課税者の被扶養者であるか否かの判定につきましては、本市の税情報により確認を行
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います。また、市外在住の課税者の被扶養者である場合については、確認が市の中でできないため

に、市から送付をさせていただきます確認書により申告をいただき、判定をいたします。 

 なお、給付金担当部局が本人の同意なしに税務部局から税情報を取得することにつきましては、

令和３年５月１９日付で総務省から各地方公共団体の税務担当部局へ発出されております特定公的

給付の支給における地方税関係情報に関わる資料提出の求めへの対応についてとする通知におきま

して、地方税法第２２条の守秘義務に抵触しないものとされているところでございますので、それ

らの税情報を活用してその辺は判定をしていくというところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 市内については税情報を活用するし、ほかの分からない部分については確認書で本人に記入して

いただくということですね。 

 今、確認書という言葉がありましたけれども、これを今日１４日で、これが通ったら、これを対

象の方に送られるんだと思うんですけど、この確認書が届いたら、その確認書にチェックをしても

らって送り返してもらうということですけれども、先ほどの説明ですと、３か月ぐらいをめどに、

届いて３か月の間に確認書を送ってほしいということですね。これは、例えば自分で書き込めない

とか、いろんなパターンもあると思うんですけれども、３か月を越えることがあったらどうなるの

か伺いたいと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 今のところ原則３か月以内に返答がない場合は、国のほうでは辞退したものとみなすというふう

に記載はあるんですが、それ以後に申請があった場合は、これは柔軟に対応するようにという指示

も別途ございますので、３か月越えたからといって、もうそれで給付がなくなるということではな

くてそこは柔軟に、最終の９月３０日の期限までにご申請をいただければ対応をさせていただきた

いと考えてございます。 

 なお、送られてきて、すごく書類が非常に分かりにくいでありますとか、書くところが分からな

いというような方もお見えになろうかと思いますので、そちらはあいあいのほうに特設の窓口を設

置する、それから電話での相談窓口も設置をするようなことも考えてございますので、そこは丁寧

に対応してまいりたいというふうに考えます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ３か月を過ぎると一旦は辞退とみなされるということですね。 

 繰越明許が上げられていますんで、９月まではこれを対応していただくということですが、でき

ましたら、そんなに辞退をされるという方は多分すごく少数やと思いますんで、送ったけど返事が

ない場合に対しては、例えば税金を払ってというときには何回か督促状が来たりもしますので、こ

ういう場合にもぜひ丁寧な対応をしていただきたいなと思うんですけれども、そこら辺の対応の予
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定とかありますか。この来なかった方に対して。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 国からは極力早急な支給をという指示もございますので、通知があれば、極力３か月以内にご返

送いただきたいというところではございますけれども、そこで返送がない方につきましても、広報

やそれから催促というとあれですけれども、再度見逃しがないかとか、そういった周知というのは

徹底して行ってまいりたいというふうに考えます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 ぜひとも個別通知も踏み込んで検討していただきたいなと思います。 

 次に、家計急変によって、このプッシュ型で来なくても自分がプッシュ型に相当する、困りがあ

るという方についてなんですけれども、この申請の仕方というか内容をもう一度詳しくお伺いした

いと思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 申請型としております家計急変世帯として判断されるまず水準につきましては、令和３年１月以

降の任意の１か月の収入が、住民税が非課税となる水準に相当する額以下の世帯となるところです。 

 具体的に例を挙げますと、給与収入で単身世帯の場合、年間収入額が９３万円以下であれば非課

税になるところから、任意の１か月の収入額となりますと、１２か月で除して７万７,５００円以

下であれば支給対象となるところでございます。 

 こういった水準を基に申請を行っていただくために、当該制度内容については市民の皆様に知っ

ていただく必要がございますので、家計急変世帯の周知につきましては、市広報及びホームページ

への掲載、あいあいにおけます健康福祉部や社会福祉協議会によります生活困窮や自立支援相談窓

口、こちらにおいても周知を徹底させていただきたいというふうに考えております。それから、市

の主要の施設に案内チラシや申請書の設置等を行う予定でおります。 

 それで申請の方法でございますけれども、申請書に必要事項をご記入いただいた上で、令和３年

中の収入見込額が確認できる書類等を添付いただき、あいあい内の特設窓口へご提出をいただく運

びになろうかというふうに考えてございます。また、ホームページから申請書をダウンロードして

いただくと郵送による申請も受付をさせていただきます。 

 申請期間につきましては、令和４年２月１日から令和４年９月３０日までとなってございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 令和３年の給与、１か月１か月いろんな、多分上がったり下がったりというのはある中で、一月

でも、例えばお一人暮らしの方だったら、これ多分２人や３人やで、違うんですね、基準が。お一
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人暮らしの方やったら、一月でも７万７,５００円を下回る月給であればそれが対象になってくる

ということですね。 

 そうしますと、その対象かどうかということを見極めるのがなかなか、お一人だとちょっと分か

りやすかったんですけれども、２人、３人となってくると分かりづらいわけですけれども、そこが

分かるような周知がなされるわけですか。例えば、基準があって、自分がこれに当たる、これを下

回っているかどうかを調べたらいいのやなというのが分かるような内容が入った周知がされるわけ

ですか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 まず、この対象になるのがコロナの感染の影響を受けて収入減というのが、まず大原則であると

いうことでございます。それで、なおかつ収入でございますが、複数世帯であった場合は、極力そ

の世帯員、両方とも収入がある場合は同じ月で申請をしていただくのが望ましいというふうにはさ

れてございますけれども、それに合わないときにはそうでなくてもいいというふうな指示もござい

ますので、そこは審査の過程で極力チェックをさせていただきたいと思います。その中で、市民へ

のその辺の周知につきましては、極力工夫をさせていただいて、より分かりやすい形で周知に努め

てまいりたいというふうに考えます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 複数世帯の場合、そのお一人お一人のそれぞれの給与明細が必要で、それぞれみんなが下回って

いるということが要件になるんですか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 この要件につきましては、その世帯の合算収入ではなくて、お一人お一人が非課税であることで

全世帯が非課税世帯というふうになりますので、一人一人の収入をもって判断をして、世帯で対象

かどうかというものを見定めるというところになります。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 プッシュ型は全員が非課税ということで分かりやすかったんですけれども、この家計急変による

申請も、全員がコロナによる家計急変で、全員が下回っている月があるということが要件。 

 １人でも順調な方がいらしたら駄目だということですか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 先ほどちょっとお話しさせていただいた月額の収入額が一つの目安となろうかと思いますが、こ
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ちらを全世帯員がそれぞれに下回るということが条件になろうかというふうに思います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 具体的に申請なんですけれども、じゃあ、全員がこれは該当するなということで申請をする場合

に、申請書はホームページにもダウンロードできるものがあり、市役所や支所などにも置いてあり、

それに記入することと、あとは給与明細と自分を証明するものがあったら、直接持っていくという

のが基本なわけですか、郵送でも大丈夫ですか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 書類につきましては、直接お持ち込みをいただく場合でも、郵送でお申込みいただく場合でもど

ちらでも対応をする予定でございます。ただ郵送等でございますと、例えば書類に不備等があった

場合は職員のほうからまた連絡をさせていただいて補正等もさせていただきながら申請につなげて

まいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 細かいことをいろいろちょっと伺ってまいりましたが、最後に先ほどのプッシュ型の中でＤＶの

ことをお聞きしましたが、把握してプッシュ型でいっていただく分が一部あろうかと思いますが、

市が把握していない方がどのように申請するのかというのは、この家計急変とは別のやり方で申請

するわけですか。私はＤＶなんですけど、ＤＶで避難をしていますと言うところについては、別の

申請が要りますか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 ＤＶ被害者の方の申請の流れということであろうかと思いますが、まず配偶者やその他親族から

の暴力等を理由に避難をしている旨の申出書をご提出をいただいて、市でＤＶ被害者であることを

確認した上で要件を満たす場合、これは所得の関係でございますけれども、こういった要件を満た

す場合には、その確認書をプッシュ型と同様に送付をさせていただき、その返送をもって給付金の

支給となるところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 福沢議員。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 一旦この認定をいただくというか確認をいただく、ちょっと一手間が要るということですけれど

も、周知については先ほど伺いましたが、広報であったり、ホームページであったり、あとそのプ

ッシュ型については直接お知らせするわけですけれども、ケーブルテレビでもされますか。ほかに

どうですか。 
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○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 市が活用できる媒体については極力活用する形で周知に努めてまいりたいと考えます。 

○９番（福沢美由紀君登壇） 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ９番 福沢美由紀議員の質疑は終わりました。 

 次に、２番 中島雅代議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 スクラムの中島雅代でございます。 

 通告に従いまして議案質疑をさせていただきます。 

 議案第１号令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）、住民税非課税世帯等臨時特別給付

金給付事業についてでございます。 

 まずは、この事業の実施に至るまでの背景というものをお伺いします。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ２番 中島雅代議員の質疑に対する答弁を求めます。 

 小林健康福祉部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 本給付金は令和３年１１月１９日に閣議決定されたコロナ克服・新時代開拓のための経済対策と

して、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある方々の生活、暮らしの支援の一つ

として、全ての自治体で実施されるものとなります。感染症の影響が長期化する中、様々な困難に

直面している方々が速やかに生活、暮らしの支援を受けられるよう、住民税の非課税世帯等に対し

まして１世帯当たり１０万円を給付するとされたことを踏まえ、本市におきましても、臨時的な措

置として住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を支給させていただくものでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 今回いただいている資料の中でも今言われた経済対策とか暮らしの支援というのが目的に上げら

れておりました。多くの人が今コロナの状況で困っている状況ではあるんですけれども、今回は

様々な困難に直面した方々というのが住民税非課税等の世帯ということで、その方を対象として１

０万円を給付するということなんですけれども、今の市内の実情において、住民税非課税世帯の方

が特にコロナの影響を受けているという状況はありますでしょうか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 コロナの影響を受けている方というのは、市民ほとんどの方がそれぞれいろんな形で影響を受け

ておるというふうに考える中で、今回国が示されたのが非課税世帯に対しての１０万円ということ
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でございますので、一番の影響を受けておる方々というふうなことで認識をしておるところでござ

います。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 皆さんが影響を受けているけれども、亀山においてもやっぱり住民税非課税世帯の方が特に大き

な影響を受けているということが考えられるということだと思うんですけれども、その対象者につ

いてなんですけれども、先ほどのお話にもありましたけれども、今までも非課税の方を対象とした

臨時給付金というのも何度かありましたけれども、今までは個人単位での給付であったと思います。

ただ今回は、今話にもありましたように、世帯単位で世帯全員が非課税の場合が対象になるという

ことなんですけれども、前回までであれば課税の方の扶養という関係でなければ同じ世帯の中に課

税者の方と課税者の扶養の方、それから扶養になっていない非課税の方というのが見えたら、対象

になる人とならない人と、同じ世帯の中でもあったと思うんですけれども、今回は全員が課税者の

方に扶養されていない非課税者でないと給付をされないということなので、今まで対象であった方

が今回は対象でなくなるという場合も多いんではないかなというふうに思いました。今回、それを

精査した上での５,３００世帯を対象とした補正予算であるのかというところをお伺いします。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 今回の給付金は、その給付対象を一人一人の非課税者個人ではなくて非課税である世帯を単位と

しており、基準日時点において本市に住民票があり同一世帯に属する者全員が令和３年度分の住民

税が非課税もしくは未申告である世帯のうち本給付金の対象となる世帯を、本市の税情報から精査

をさせていただき、およそ５,３００世帯と算定をしたところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 税情報で算定をしたということなんですけれども、令和３年の１２月１日の亀山市の世帯数とい

うのが２万１,７８９世帯ということなんですけれども、そうすると５,３００世帯、かなり世帯数

がある、対象があるなという印象を受けました。それから、今回は対象が、住民税が課税をされて

いないという方が対象なんですけれども、住民税の課税・非課税というのは税の申告に基づいてい

ると思うんですけれども、そもそも住民税の申告をされていない方についてはどういった扱いにな

るんでしょうか。改めて税の申告というのが必要になってくるんでしょうか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 税の申告が未申告である方の対応というところでございます。 

 当該給付金は速やかに給付を実現するため、未申告の方の取扱いにつきましては、申請者が非課

税であるとの明示的な誓約を行った場合は所得がないものとして取り扱って差し支えないことが国
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から今回示されてございます。当市におきましては、速やかに給付を実現するために、非課税であ

ることの誓約をもって給付条件を満たす者として取り扱うことといたす予定でございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 分かりました。ということは、申告をしていない方は案内を送っていただいて、そこで誓約をし

て給付をしていただくということになろうかと思います。分かりました。 

 そうしたら、今回世帯への給付になるので、世帯全員が未申告、税の申告をされていない方とい

うときは市から案内が届いてそれを出したらいいというふうだと思うんですけれども、同じ世帯の

中でも、非課税の方と未申告の方とが交ざっている状態というのはよくあると思うんですけれども、

そういう場合も案内のほうは送っていただけるのでしょうか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 同一世帯の中に、お一人でも未申告の方がいる場合でございますけれども、さきに申し上げまし

たとおり、当該給付対象者の非課税である旨のご誓約をいただいて要件を確認いたしますので、確

認書のほうは送らせていただくというところになります。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 分かりました。そうしたら、同じ世帯で非課税の方と申告されていない方が交ざっていても案内

のほうは送っていただけるということですね。 

 それでは、別のパターンで、全員非課税の世帯であっても世帯全員が別の世帯の課税をされてい

る方に扶養されているという場合は対象外ということなんですけれども、この全員非課税の世帯の

一部の方だけ、例えばお一人だけが課税者の方に扶養されているという場合、非課税の方と課税者

の扶養になっている方が交ざっている場合、この場合はその世帯は対象になるんでしょうか。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 同一世帯の中で一部課税者の方の被扶養者がいる場合、いわゆる混在する場合でございますけれ

ども、複数人世帯の中でお一人でも課税者から扶養されていない非課税の方がいる世帯につきまし

ては、支給の対象となるものでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 分かりました。全員が非課税の世帯で、お一人でも課税者の方に扶養されている方が交ざってい

た場合でも対象にはなるということですね。 

 ということは、世帯の中にお一人でも課税の方が見えたらもちろん対象外で、全員が非課税でも
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この世帯全員が課税者の方の扶養になっていても対象外。だけど、全員非課税であっても、お一人

でも課税者の扶養になっていなかったら対象ということで、多分聞いているだけではちょっとよく

分からなくなってきそうなぐらいなすごく複雑な給付になると思うんですけれども、この対象者の

世帯の精査というのは十分にできるようなシステムにはなっているんでしょうか、お伺いします。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小林部長。 

○健康福祉部長（小林恵太君登壇） 

 そちらの精査につきましては、当市の既存の電算システム、こちらのほうで可能な体制となって

いるところでございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 中島議員。 

○２番（中島雅代君登壇） 

 では、電算でそういうシステムを組んで分かるようにはなっているということだと思うんですけ

れども、先ほどの福沢議員の質疑の中で、市内の税情報は分かる、扶養の状況は分かるということ

なんですけど、市外の課税者の方に扶養されているかどうかというのは分からないということだっ

たと思うんですけれども。なので、今回は市のほうから対象の世帯には案内が来るということなん

ですけれども、やっぱりこの対象者というのが分かりにくくて、そもそも自分の世帯が対象である

かというのがすぐにはっきりしないので、市から案内が来るとはいっても、届いたら必ず対象にな

るということには限らないということですよね、市外の方の扶養関係というのが分からないので。

それで、市民側としても案内が届く届かないに関わらず、やっぱり自分の課税状況であったりとか

扶養の有無というのをご家族で確認されるということ、そういう感覚を持つということも必要なの

かなというふうにちょっと思いました。 

 市側のほうも早急な支給というのが求められていると思うんですけれども、こういった複雑な対

象者の確認をして案内を送って対応していただくというのは、すごく大変な作業だと思うんですけ

れども、先ほども福沢議員のところでもありましたけれども、周知等、やっぱり問合せもたくさん

あると思いますのでそこはちょっと難しい話にはなるんですけれども、丁寧な説明をしていただき

たいなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ２番 中島雅代議員の質疑は終わりました。 

 以上で予定しておりました通告による質疑は終了し、議案第１号及び報告第１号に対する質疑を

終結します。 

 続いて、ただいま議題となっております議案第１号については、会議システムに保存してありま

す付託議案一覧表のとおり所管の予算決算委員会にその審査を付託します。 

 なお、報告第１号については関係法令の規定に基づく報告でありますのでご了承願います。 

 

       付 託 議 案 一 覧 表 

 

   予算決算委員会 
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議案第１号 令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について 

 

○議長（中﨑孝彦君） 

 委員会開催のため暫時休憩します。 

（午前１０時５３分 休憩） 

───────────────────────────────────── 

（午前１１時４９分 再開） 

○議長（中﨑孝彦君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど、予算決算委員会にその審査を付託いたしました議案第１号の審査の経過と結果について、

予算決算委員会委員長に報告を求めます。 

 

 

 

予算決算委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、亀山市議会会議規則第１０４

条の規定により報告します。 

 

記 

 議案第１号 令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について        原案可決 

 

 令和４年１月１４日 

 

                       予算決算委員会委員長 小 坂 直 親     

 

亀山市議会議長 中 﨑 孝 彦 様 

 

 

 

○議長（中﨑孝彦君） 

 小坂直親予算決算委員会委員長。 

○１７番（小坂直親君登壇） 

 ただいまから予算決算委員会における審査の経過並びに結果について報告をします。 

 先ほどの本会議で当委員会に付託のありました議案第１号令和３年度亀山市一般会計補正予算

（第１０号）についての審査に当たるため、当委員会を開催しました。 

 まず、担当部長から説明を受けた後、質疑に入り、審査を行いました。 
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 審査の過程では、歳出の民生費、社会福祉費、社会福祉総務費、住民税非課税世帯等臨時特別給

付金給付事業の増額補正において、申請型の場合、コロナの影響による収入の減収をどのように把

握するのかとの質疑があり、これについては申請書の中でコロナの影響について確認する項目があ

るほか、本人からの聞き取りにより確認するとの答弁でありました。 

 次に、銀行口座を有しない方へ現金給付は可能なのかとの質疑があり、これについてはやむを得

ない事情がある場合には現金も可能であるとの答弁でありました。 

 次に、自営業者のコロナの影響による家計の急変状況をどのように確認するのかとの質疑があり、

これについては帳簿や本人への聞き取りによって確認するとの答弁でありました。 

 以上のような議論を経て、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。 

 以上、予算決算委員会の審査報告とします。 

○議長（中﨑孝彦君） 

 予算決算委員会委員長の報告は終わりました。 

 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ないようですので、委員長報告に対する質疑を終結します。 

 次に、議案第１号について討論を行いますが、通告はありませんので討論を終結し、議案第１号

について起立により採決を行います。 

 採決に先立って、この際お諮りします。 

 起立採決の際、着席している場合は、その議案に対して反対とみなすことにしたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ご異議なしと認めます。 

 起立採決により、着席している場合は反対とみなすこととします。 

 それでは、議案第１号令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）について、起立により採

決を行います。 

 本案についての委員長の報告は、原案のとおり可決すべきものとしております。 

 本案を委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ご着席願います。 

 起立全員であります。 

 したがって、議案第１号令和３年度亀山市一般会計補正予算（第１０号）については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 以上で、本臨時会の議事を全て終了しました。 

 議事を閉じ、閉会したいと思います。 
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 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（中﨑孝彦君） 

 ご異議なしと認めます。 

 令和４年第１回亀山市議会臨時会は、これをもって閉会します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時５５分 閉会） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

令和４年１月１４日 

 

             議  長      中 﨑 孝 彦 

 

 

             １  番      草 川 卓 也 

 

 

             １０ 番      森   美和子 
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